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Descent of the WANI

旨

 『先代旧事本紀』国造本紀所載の諸国造を拙稿「古代関東と中央有力氏族」での系統分類より更に細分化すること

によって，中央有力氏族と中央氏族系地方豪族との関係，及び中央氏族系地方豪族と地方氏族系豪族との関わりや，

地方豪族の相互関係などの状況を一定明らかにすることができる．本稿はその一つの作業として和同氏系国章を対象

として検討するとともに，和三耳氏系に関わる国造の析出を通じて，大和政権による地方制圧に果たした和三耳俸日）目

の役割の大きさとともに，・…部の地方における地方豪族相互の「地域政権」的な結びつきを・・一定明らかにしている．

ば 1二 め に

 『先代旧事本紀』（以下r旧朝凸）のr国造本紀」にはほ

ぼ畿内七道別に百二一十七の国造名と設置代・祖名等が記

されている（入園造条に名のみ見える大分国造を含めると百二十へ国

造）、それらを土酋系の大隅・麟両国造を一系統として

分類すれば三十四系統になり（r古事記』r日本書細以下r刮

r紀』等と略言己の伝を加えても同様〕，中央氏族系は更に，a

和三耳氏〔春日〕系（和璃臣系・物部連系・織姫系・尾張連系・膳臣

系等いb多氏系（多目系・阿倍臣系）・c蘇我氏（葛脚系（武

内宿禰系氏族とされるもσ）及。漕城直系・紀直系〕のr三大氏族系」

（黒田①②〕とd天津彦根命系・eその他，という五類に

まとめ得る（以上黒田⑪，以下r前編」と記す〕、

 『記』『糸刮を含めた国造の始祖伝承の検討を通じて，

各地域の実情を一定明らかにできる筈である。本稿では，

最も多い和同氏系を中心的対象とし，天津彦根命系の如

き和三耳氏系と関係する（前編〕国造及び氏族系統の析出を

通じて，大和政権による統一過程等に関する研究素材を

得るとともに，検討課題を提起することを課題とする。

 なお，本稿では，例えば「和三耳目系」は和王日＝（春日）臣

と同祖とされる氏族を表わすもの，「和三耳氏系」は和珂臣

系・物部連系等を中心氏族和璋臣の氏名でまとめたもの

である。また，正確には喋国造と表現される氏族」と

記すべきものもあるが，本稿では全て「国造」で表わす。

1 和田氏系国道（除晴臣系）

  a．和珂臣系

 和珂臣系と看倣される「国造本紀」所載の国造とその

始祖を挙げると次のようになるlHは本拠とみられる地域〕、二

 和珂臣一族の後商

①額田国造（美濃国池田郡額田郷参河国額田郡国造順では前者）

       和適臣和彦劃11服令孫大直伝宇命

②武杜国造（上総国武射郡）

      ＝和遜臣和彦意祁都令孫彦恩人命

③吉備六国造（備後国阿那郡〕

       和適臣同祖彦訓服命〔天一文アリ〕八千足尾

 彦坐王後高

④甲斐国造 ：狭穂彦正三世孫臣知津彦公比（比）宇げ〕

       塩梅足尾

⑤淡海国造 ：彦坐正三世孫大陀牟夜別

⑥三野前国造：彦坐王子八瓜命

⑦但遅麻国造：竹野君同祖彦坐三五世孫船種足尾

⑧稲葉国造 ：彦坐王児彦多都彦命

⑨吉備品治国造1備後国品治郡〕

       但遅麻君同視若名城命三世孫大船足尾

 意知別命後商

⑩伊賀国造 1皇子意知別蛉三世孫武伊賀都別命

2008年4月9日受理

＊ 総合工学システム学科 →安科目文系

①ept㎡Industria1町s値ms Eng㎞eer㎞g：Li㎞raIA曲）

 ①額田国造の「額田」は額岡部との関係での地名であ

る。額田部の中央伴造額田部連には天津彦根命系（r紀』・

r新撰姓氏劇以下r剥））と明日名門命系（r録』）とが知ら

れるが，いずれも和同氏系と密接に関係する（前編）。『録』

山城国皇別に「伊我色雄命之後也」とある額田臣は額田

国造の氏姓とみられぬこともない。

 ②我社国造は孝昭記が春日臣同族とする牟邪臣とみら

れる。彦意祁都命は，『録』左京皇別下文部条にr天足彦
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国押人命孫比古意祁立命」（摂津国甥1」羽束首条ではr男」）と

あるが，『記』が開化妃・目子坐王生母意祁都比売命と同

子坐正妻衰祁都比売命の足とする丸逓臣祖日子園意ネ脚

命，『紀』の開化妃・彦坐壬生母姥津媛兄姥津命であり，

『録』では多く彦姥津命で現われる。彦恩人命は他に見

えないが，『旧事紀』天孫本紀の天照國照天火明櫛玉饒遠

目尊以下物部連系ではr饒連日余j，尾張連系ではr火明命」と記す）

三世孫天忍人命と本名部分が共通する（第n節で再説〕。

 ③吉備六国造は春日臣同族阿那臣であろう。『録』右京

皇別下には安那公を載せ，r同上（和適部条にr天足産国押人

命三世孫産国身命之後也」）」とあり，吉備六国造の伝と同様で

ある。安那公も吉備六国造に関わることは疑いがない。

 ヒコイマスは『言刮『紀』で開化皇子，生母・妻とも和

珂臣系とされているが，本来は和珂臣系の始祖とされて

いたヒコフツオシノマコトの子（黒田①）で，穂積臣（孝元

記）・物部氏（崇神妃）出自とされるイカガシコメ所生とみ

られる（黒田⑦〕。その子サホヒコも，生母は春日之建国

勝戸売の女抄本之大閤見戸売（開化言己）で和三耳目所縁のサ

ボ・春日と関係しているのであり，正しく和三耳目系であ

る。開化記も④甲斐国造をサホヒコ後商とする。

 『記』は⑤淡海国造に当たる近淡海国造を春日臣同族

とし，伝を異にする。大陀牟夜別そのものは他には見え

ないが，近似する人名に倭延命妻布多遅比売の父近淡海

之安国造祖意喜多年和気がある（景行記）。近淡海之安国

造と同一氏とみられる近淡海之安直は，開化記に天之御

影神女息長水依比売所生日子坐王子水之穂真若王の後高

とある。淡海国造と近淡海之安国造は同系統の始祖伝承

を有すると言い得る。息長君との関係では，開化記に，

目子坐正一山代之大筒木真若正一迦遜米雷正一息長宿禰

王一大多年坂上，と位置付けられる大多年坂上も大陀牟

夜別とrオボタム」を共有することに注目される。／近〕

淡海国造にせよ，近淡海之安国造にせよ，和珂臣ととも

に，息長君とも関係を有していたことが想定される。

 ⑥三野前国造の祖八瓜命は，開化記が息長水依比売所

生目子坐王子で三野国之本巣国造の祖とする神大根王の

亦名人瓜人目子王に当たるとみられる。神大根王は景行

記では「三野国造之粗大根上」，景行紀四年二月足月条に

「美濃国造神骨」とあるので，三野前国造と本巣国造と

は同一氏と思われる。また，景行記が大根王の女弟比売

所生大碓命子押黒之弟日子王を『釈日本紀』所引「上宮

記」一元系譜の牟義郡国造に当たるとみられる牟宮都君

の祖としていることから，景行紀には身毛津君はオボウ

ス後高と記されるだけである（r劇左京勤1」下犠公条も同じ）

が，本巣国造と牟義郡国造との同族関係も窺われる。

 ⑦但遅麻国造の氏姓は⑩吉備品治国造条の但遅麻君，

『播磨国風土記』揖保郡越部星条に見える但馬君であろ

う。開化記では多遅摩国造の祖は前記の大多年坂上であ

り，「国造本紀」の伝とヒコイマス系で共通する。「天孫

本紀」は但馬国造を火明命六世孫建田背命後高で尾張連

系とする。但馬と和同氏系との関係は饒遠目命四世孫に

出石郡に関わる出石心大臣，九世孫に物部名遅麻連公が

見えることからも窺える、竹野君は丹波（丹後）国竹野郡

が本拠とみられる。一方，開化記に見える丹波之竹野別

は，蘇我氏系の葛城之垂見宿禰の女鶴比売所生開化皇子

建豊波豆羅和気の後高であり，蘇我氏系とされている、

別（和気）から君への改姓が想定される氏族が少なくない

（佐伯有清①〕ことから，竹野別と竹野君とを同一氏とすれ

ば，これには蘇我氏系と和珂臣系とがあったことになる。

蘇我氏系による和同氏系系譜の変改が想定される（黒田

①）ので，竹野別を蘇我氏系とする系譜は和三耳目系から

の変更とみられる仁なお，稲羽忍海部も建豊波豆羅和気

後商とあることは，⑧稲葉国造がヒコイマス系であり，

『録』河内国皇別が忍海部を和三耳目系の比古曲牟須美命

（黒醐伽。りの役としていることを勘案すれば，興味深い、．

 ⑧稲葉国造の祖彦多都彦命は「敬称ヒコ十ダツ十敬称

ヒコ」という人名形式で，rダツ」に中心を置く名である、

開化記が一目、長水依比売所生目子坐王子とする丹波比古多

多須美知能宇新王はタニハノミチノウシとヒコタタスと

が合体された人名，ヒコタタスの「タタス」は「ダツ←

立っ〕」の敬語的表現とみられるσ）で，彦多都彦命はヒコ

タタスと相通ずる人名ということになる（黒田③）。

 ⑨吉備品治国造の祖岩角城命は但遅麻（鵬〕国造との

関係からヒコイマス系や尾張連系，いずれかと言えば，

大船足尼が彦坐三四世孫船種足尾と相似することから，

ヒコイマス系とみられる。開化記の吉備品遅君を目子坐

三四世孫で息長宿禰王予息長目子王の後高とする系譜は

吉備品治国造がヒコイマス系であることを示す。多遅摩

国造の粗大多年坂上と、畠、長日子王とが兄弟であることと，

但遅麻・吉備品治両国造の祖名が相似ることとが関係す

るとすれば，船種足尾を彦坐三五世孫，大船足尼を岩角

城命三世孫とする「国造本紀」σ）伝と，開化記の多遅摩

国造と吉備品遅君とが兄弟を祖とする系譜とから，彦坐

正一？一着角城命一？一？一船種足尾・大船足尾，とい

う系譜の存在も想像される。当系譜での岩角城命及びそ

の父と子は，開化記の迦通米霊王と山代之大筒木真若

王・息長宿禰王にそれぞれ当たるかの如くである。然ら

ば，岩角城命と迦通米霊王のいずれを但遅麻・吉備品治

両国造に関わる本来の彦坐王孫とすべきかが問われる。

 開化記と多遅摩国造始祖伝承に従えば，ヒコイマスか

ら船種足尾に至る系譜は，日子坐正一山代之大筒木真若

正一迦通米霊王一一目、長宿禰王一大多年坂正一船種足尾，

となる。この系譜は息長帯比売命に関わるもので，息長

帯比売命は大多年坂上異母姉妹である。一カ神功紀は気

長足姫尊を開化曾孫・気長宿禰王女とする。この神功の
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系譜を復元すれば，ヒコフツオシノマコトーヒコイマス

ーオボタラシヒメと，垂仁一ヤマトタケルーオキナガヒ

メとに分かれる（黒日1⑨）。吉備品治・但遅麻両国造の始

祖系譜に一島、長石との関係を直接示すものが見られないこ

とからして，吉備品遅君を息長目子王後高，多遅摩国造

を息長宿禰王の子とされた大多年坂上の後商とする『記』

の伝は，両系譜の合椒麦に成立したとすべきであろう。

 近淡海之安直を目子坐王子水之穂真若王後薔とする開

化記系譜と大陀牟夜別を彦坐正三世孫とする「国造本紀」

の伝とに基づけば，彦坐正一水之穂真若王一着角城命一

大陀牟夜別（意喜多年和気）一？一船種足尾・大船足尾，と

いう系譜も想定さ札得る。彦坐三四世孫に位置付けられ

る者としては，大陀牟夜別や意喜多年和気と「オボタム」

を。共有し．開化記に目子坐三四世孫とある大多年坂上が

考えられないであろうか。この系譜は，水之穂真若王が

息長水依比売所生であるから，和三耳目系と息長岩系との

密接な関係を示すものであるが，近江に関わる系譜と看

傲される、然らば，岩角城命のr角」は春日臣同族都怒

山臣の「都怒」（近江国高島郡角野郷〕と0）関係も想定される。

 ⑩伊賀国造の祖国二〕皇子意知別命は，『記』に山代

之大国之淵女苅明日ヨ刀弁所生落別王，『細に山背苅幡戸

辺所生棚1j傘とある。大国之淵は山城国宇治郡大国郷と，

カリバダトベの「ハタ」は応神言己が丸遜之比布礼能意冨

美やその女宮主夫河枝比売が住した如く伝える木幡村や，

相楽郡蟹幡郷の「ハタ」との関係が想定され，その妹弟

苅羽田万弁に当たる『紀』の綺戸辺は蟹幡郷に一致する。

宇治郡と和三耳目との関係は丸適之比布礼能意冨美や，小

野臣・粟田臣の本拠から明瞭であり，相楽郡も和三耳目と

密接に関わる大和国添上郡に北接する。意知別命は和珂

臣系と言える。一一方，「国造本紀」冒頭（国趨1」び）前は「以

天日鷲命為伊勢国造。即伊賀伊勢国造祖」と，天日鷲命

が伊賀・伊勢両国造の祖の如く記す。しかし，同時に大

倭・葛城・凡河内・山代・紀伊各国造とされた椎根津彦

命・剣根命・彦己蘇根命・天一目命・天津道根命が一一氏

の祖であることから，r伊賀」は佑字であり，天日鷲命は

伊勢国造の祖とされているとするのが良いと思うが，後

述の如く，伊勢国造は和同氏系とみられるものである。

  「国造本紀」が和珂臣系としている国造は以上の十国

造に留まるが，『記』『糸刮の氏族始祖伝承を勘案すれば

既述の安国造・本巣国造（三野・美濃国造＝三野前国造）・牟義

郡国造以外にも和三耳目系と思しきものが知られる。

 先ず意富夜麻登玖遡阿礼比売命所生の孝霊皇子で和三耳

目系の日子刺肩別命（黒田③⑦）の後高と『記』が伝える

五百原君と豊国之国前臣である。両氏はそれぞれ幅造

本紀」の池田坂井君祖吉備武彦命児思加部彦命を祖とす

る盧原国造（駿河国励京郡〕と，吉備臣同視吉備都命六世孫

午佐自余を祖とする国前国造（餓国国埼郡〕に当たる。ま

た，和珂臣系と吉備族系ということからは，国前臣・五

百原臣同族角鹿海直と吉備臣祖若武彦命孫建功狭日余の

後高角鹿国造（越前国敦賀郡）との関係も想定される。

 『録』右京皇別下慮原公条にr笠朝臣同和稚武彦命

之後也。孫吉備建（武）彦命，景行天皇御世，被遣東方，

伐老人及幽鬼神，到干阿倍慮原国。復命之日以慮原国給

之」とある。この伝はヤマトタケルの「東征」に吉備臣

等之和名御錘友耳建日子（r記』〕・吉備武彦（r紀』）が従っ

たとあることと関わるが，『言刮『紀』には慮原との関係

は見えない。景行紀四十年足歳条にr於是，分遣，遣吉

備武彦於越国，令監察真地形瞼易及人国頃不。則日本武

尊，進入信濃。……得由美濃。吉備武彦，自越出血遇之

  ・」とあり，この記述から吉備武彦（吉備族〕と越との

関係は言えても，敦賀とは直接結びつかない。敏達紀二

年五月～三年七月条に吉備海部直難波が高麗使への対応

のだ♂）に越海岸に派遣された（最後には処罰を受ける）ことが

見える。吉傲毎部直と吉備族との関係は想定できるが，

これも吉備族と北陸との関係を直接示すものではないし

 関東・東北を除く東海道・東山道では和同氏系国造が

多く，臆原国造を吉備族系，遠淡海国造を出雲系として

も，1〃19を占め，盧原国造周辺の珠流河・久努両国造

は物部連系，甲斐国造は和珂臣系である。角鹿国造の周

辺も，北方に蘇我臣系の三国国造もあるが，西隣若狭国

造は膳臣系，南隣近江の国造は全て和三耳目系である。こ

のような地域的状況からすれば，盧原・角鹿両国造は和

三耳目系の方の蓋然性が大きいと思う亡、『紀』で目子刺肩別

命が見えないことからすれば，目子刺肩別命の排除に伴

い，両国造がそれと関係する位置付け（r記』では兄剃が

なされていた吉備族の祖の後高とされたことは考え得る。

 一一一方国前国造の状況はかなり異なる。西海道は「国造

本紀」では人国造を含め十七国造であるが，多氏系が最

多で火・大分・阿蘇（名臣系）と筑志／阿倍臣系）の四国造

であるのに対し，和三耳氏系は，蘇我氏系が比田（豊後国日

高郡．葛城国造系）・高津立肥前国麟郡，紀直系）二国造であ

るのと同様，松津（物部連系）・末羅（織姫系）二国造に過

ぎない。末羅国造は肥前国松浦郡，松津国造は，「松津」

を「杵捧」の誤記としても，肥前国杵韓郡であり，和三耳

目と系譜が密接に関わる一島、長石の同族竺志米多国造（筑紫

之米多君肥前国三根郡米多郷）とともに，国前とはかなり隔

たる。国前は瀬戸内航路の要衝であり，吉備と容易に通

じるので，吉備族と国前国造との関係は想定できる。し

かし，国前国造と吉備族の上道・三野・下道・加夜・笠

臣王国造との間に，紀臣系都怒偶防国都濃郡），天津彦根

命系周防，出雲系ないし天津彦根命系の大嶋（周防国大島

郡），阿岐及び同系の波久岐，和三耳目系吉備品治・吉備穴，

伊予に名臣系伊余（伊予郡），神魂尊系久味（久米郡），物部

連系風早（風速郡）・小市（趨郡〕，阿岐国造系怒麻（野間郡）
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の十二国造が分布していることを考慮する必要がある。

 阿岐国造系は地方氏族系と取り敢えずは看微される

（前編〕。久味国造も神魂尊十三世孫伊予主命という祖名

から地方氏族系とすべきようにも思うが，本拠の久米郡

と大伴連と関わる久米直との関係から蘇我氏系（大伴連と

蘇我臣とσ）関係は黒田②第三章〕，祖名が伊条国造と通ずること

から多目系，饒遠目命十世孫物部伊与連公及び和珂臣系

の久米臣て御大和国勤」〕との関係で和三耳氏系とすること

も可能である、阿岐・波久岐・怒麻三国造の同族関係は，

波久岐国造の勢力圏は明確ではないが，当地域での地域

的連合の存在を示すものであろう、その東方が吉備族の

中心的勢力圏であることが想定される．

 吉備の西端には和珂臣系の吉備穴・吉備品治両国造が

あり，阿岐国造の西隣には天津彦根命系の周防国造，伊

予では阿岐国造系の怒麻国造を挟んで物部連系の小市・

風早両国造が分布する、前者の状態は吉備政権の制圧に

和三耳目系が直接関係した二と，後者も和珂氏系・天津彦

根命系が阿岐国造系を制したことを示すとみられる、吉

備族と阿岐国造系とは，隣接地域であることと吉備族の

勢力からして，吉備族を」二にした同盟的関係を有してい

たのかもしれないこ国前国造と近距離にある周防国造が

天津彦根命系であることは国前国造が本来和三耳目系であ

ったことを示すかのようではあるが，周防国造は，小市・

風速両国造と同様，淋可岐国造だけでなく，吉備勢力と

国前国造との問を遮断するが如き位置にもあるので，国

前国造が本来吉備族系であった可能性も否定し難い、

 「国造本紀」は，慮原・角鹿・国前三国造とともに，

草分国造（肥後国葦北郡〕も吉備族系（祖は吉備津彦命児三井根

子命〕とする。敏達紀十二年七月丁酉朔条に火葦北国造阿

利斯登，同年足歳条に火葦北国造刑部靱部研噺登と葦

北君が見える、葦北君は葦北国造の氏姓であり，r刑部鞍

部研1噺登」はβ所11斯登が当地域の刑部の鞍部を統括し

たことからの表現とも考え得る。葦北国造は，瀬戸内の

反対側であることから，吉備族との直接の関係は想定し

難いが，β琳■」斯登の子達率日羅を百済から迎えた使者が

吉備海部直羽嶋であることは吉備族と葦北国造との関係

を示すかのようでもある。しかし，羽嶋は日羅の召還に

成功する前に，紀国造押勝とともに百済に派遣されたと

あり，朝鮮との外交に関わったことで名が出ているので

あり，葦北国造との関係によるとみるべきではなかろう。

前記の難波も，越海岸ではあるが，朝鮮との外交であり，

羽嶋の場合と同様と考えられる。一方，葦北国造が関係

した刑部の中央伴造は刑部造（r天武紀」十二年九月丁未条に連

改姓記事）であるが，『録』は摂津国神別に火明命十七世孫

屋主宿禰の役とする刑部首，未定雄姓左京に火明命の役

とする忍坂連を載せ，丁天孫本紀」は刑部連を饒連日余十

世孫物部石持連公の後高とする。葦北国造も和珂氏系の

尾張連や物部連と関係したことが想定される。

 穂国造（参阿国宝飯郡）は，「国造本紀」では祖が生江臣

祖葛城襲津彦四世孫菟上品尼で，蘇我氏系であるが，「天

孫本紀」では三川穂国造美己正直の妹伊佐姫は饒連日命

八世孫物部騰咋宿禰の妻であり，穂国造と物部連とが関

係する。開化記は日子坐王子丹波比古多多須美知能宇新

王の子朝廷別王を三川之穂別の祖とする。穂国造の姓は

美己正直から直とみられるので，穂国造と穂別との相違

は「直」と「別」とになる仁別姓の国造は異例であるが，

針間国造は針間別や針間別佐伯直とみられる1後述）．穂

国造と穂別も相関係するとみて良いと思う。穂国造は本

来和三耳目系であり，後に蘇我臣系とされたと考え得る、

 「国造本紀」は讃岐国造と針間国造の祖をそれぞれ景

行帝鬼神櫛王三世孫須売保社命と稲背入彦命孫儒午自別

命とし，『紀』には五十何媛所生景行皇一子神櫛皇子・稲背

入彦皇子が讃岐国造・播磨別の組とある．．また，『劇右

京皇別下には景行皇子五十香彦命亦名神櫛別命の役とする

讃岐公と，景行皇子稲背入彦皇子の役とする佐伯直が見

える一．前者が讃岐国造で讃岐直や凡直からの改姓である

二とは『続日本紀』山下r織己』〕延暦十年九月内子条に見

え，後者は，『録』当条に，祖景行皇・手稲背人彦命男御諸

別命が成務朝で針間国を給されて針間別と号し，その男

伊許自易1蛉が応神朝で針間国の蝦夷を治めて針間別佐伯

直と賜氏され，庚年年に佐伯直となったとあるし「国造本

紀」『紀』『録』は共通する始祖系譜を伝えるが，『録』の

讃岐公租五十香彦命と佐伯直和御諸別命に注目したい仁

 五十香彦命は五十河媛と対を成す、五十河媛は系譜上

垂仁皇女臆香足姫命1r細）に当たるが，後者は本来アマ

タラシヒコ1孝昭皇子天神帯日子命・天足産国押人命の原型）・ヤ

マトタラシヒコ（孝安の原型）とともにヒコイマス子とされ

ていたイカダラシヒコ／r言出r細には垂仁皇子〕の妻とみら

れる（黒田①エ〕、『紀』『録』両伝をまと8）ると五十香彦命

は五十河媛所生となり，イカダラシヒコとイカダラシヒ

メの元の関係を窺わせる．神櫛皇子・稲背入彦皇子をイ

カダラシヒコ・イカダラシヒメの子とする系譜が想定さ

れる。一方，景行紀五十五年二月壬辰条に豊城命孫彦狭

嶋王を東山道十五国都督に拝したが春日穴咋邑で病死し，

五十六年八月条にその子御諸別王が東国に派遣され蝦夷

を平定したなどとある。針間国造の祖と毛野族の祖が同

名でともに蝦夷と関わることは，針間国造が毛野放と同

祖とされていたことを示す一欽明～敏達段階では，讃岐

国造祖神櫛皇子がイカダラシヒコ1イカダラシヒメの子，

針間国造は毛野族間祖で彦狭嶋王後高とされていたとみ

られる、なお，イカダラシヒコ・イカダラシヒメはイカ

ヒコ／『紀』に崇神皇子五十日鶴彦命〕・イカヒメ（『記』に崇神宝＝

女伊賀比売命〕からの分立／顯①），御請別王は本来名臣系

とみられる（黒田②）ので、讃岐・針間両国造も元来は同
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和三耳氏系と関わる国造をめぐって

様とも考えられる（喋十ヒコ」と名臣との闘系は黒田①⑥）。

 「上毛野間祖」の針間鴨国造（祖御穂別命児市大別命，播磨

国賀茂郡），彦猟．葛王と同名の孝霊皇子目子寝間命1意富夜

麻登玖翻呵礼比売命女糊伊呂掃所生〕後商針間牛鹿臣（r記』）もヤ

マトタケルの子とされていた彦狭嶋王（黒田①）を祖とし

ていたこと，この同族関係は毛野放と針問国造は蝦夷を

介して，針間鴨国造と針間牛鹿臣は針間国造との関係で

形成されたことも推測し得る。但し，針間鴨国造（播磨国

賀茂郡）は，祖市大別命が高志国造の祖阿閑臣祖駐恥

命三世孫市人命と「別」の有無のみを異にする名であり，

同じヤマトタケル系の膳臣系であったのが，針間国造と

の関係で，後に毛野族系となったことも考えられる．

  b．物部連系

①参阿国造 ＝物部連祖出雲色大臣命五世孫知波夜命

②遠淡海国造1物部連祖伊香色雄命児印岐美

③久努国造瞳江国山名郡久努郷〕

      ＝物部連祖伊香色男命係印播㈱足尾

④珠流河国造（駿河国駿河醐

      ：物部連粗大新川命児片堅召命

⑤伊豆国造 ：物部連祖天 枠命八世孫若延命

⑥三野後国造1物部連祖出雲大臣命孫臣賀夫長命

⑦久自国造（常陸国久慈郡〕

      ：物部連祖伊香色雄命三世孫船瀬足尾

⑧熊野国造（紀伊国牟婁郡〕

      ：饒連日命五世孫大同斗足尾

⑨小市国造（伊予国遠智郡）

       物部連同粗大新川命孫一子季1」命

⑩風速国造（伊・予国風早郡）

      ：物部連祖伊香色．男命四世孫阿左利

⑪松津国造 ：物部連祖伊香色雄令孫金弓連

⑫末羅国造（肥前国松浦郡）

      ：穂積臣同粗大水口足尾孫矢田稲吉

 ①参河（三河）国造の祖をr天孫本紀」は饒連日命三世

孫出雲醜大臣命の鬼大木食命とする。和同氏系の参河関

係氏族としては，『記』に垂仁皇子大中津日子命｛氷明州

比売命所生）後面許呂母之別と落別王（苅羽田万弁所生〕後喬

三川之衣君（両氏は同一氏とみられる），r天孫本紀」に饒遠目

命力世孫物部竹古連公後商三河護連が見える。

 ②遠淡海（遠江〕国造の祖は，r天孫本紀」も物部印岐

美連公で一致するが，饒連日命八世孫・伊香色雄令孫・

十市根命児で，一世代異なる、一方，『言刮は天菩目命子

建比良一島命の後高（出雲系〕とする。

 ③久努国造の祖は下総国印旛郡や因幡国に因む名とも

思われる。印波国造は多目系（祖は神八井耳命八世孫伊部綿1〕，

稲葉国造は和三耳目系である。「天孫本紀」は久奴（努）直

の祖として，伊香色雄令孫・大新河命児物部大小木連公

と物部印岐美連公とを伝える。また，伊香色雄命四世孫・

大新河命曾孫・物部武諸隅連公孫に印葉連公が見えるが，

大小木連公や印岐美連公とつながらず，後商氏族も見え

ない。しかし，『旧事紀』は伊香色雄命系で共通している。

 ④珠流河（駿河）国造の祖をr天孫本紀」も物部片堅石

連公とするが，大新河命の弟十市根命の児となっている。

 ⑤伊豆国造の祖若延命はヤマトタケル子ワカタケル

（r記』は弟橘比売命所生r紀』は劃二皇女両道人姫皇女所生）と同

名である。『紅』では弟橘媛は穂積臣出自であり，両ワカ

タケルは物部連系で相通ずる仁『続紀』天平十四年四月甲

申条に伊豆国造外従七位下目下部直益人への伊豆国起弁

立直賜姓が見える．この目下部直は伊豆国造・・一一族で目下

部の地方伴造の系統であろう．目下部の中央伴造日下部

達は『言出『劇1河内国皇別・l1」城国皇別・摂津国．期」〕ともに

サホヒコやヒコイマスの後商とする．また，日下部首に

は彦生命後制和泉醒二別〕とともに天1ヨ和使命六世孫保都

彌命後高（未定雄姓摂津国jがあり，日下部には彦生命後高

1河内国皇別・和泉国．朝111び）他，阿多御手犬養1司祖で火閾降

命後高（摂津国神別〕，神饒遠目命孫比古南支命後衛（河内国

神別jもある、隼人0）祖火闇降命が日下部の祖とされるこ

とは，日下部に関わるオボクサカ等を日向のカミナガヒ

メ所生とする系譜との関係が想定されるのであり，多く

の目下部は和珂氏系に関わると言える（天日和使命は後述）、

 ⑥三野後国造の祖臣賀夫良は『働臣今世記』活目入彦

五十狭茅天皇十年辛丑条の美濃県主色鏑と通ずるとも思

うが，三野後国造の前身が美濃県主（r姓氏家系大辞典』〕か

否かは不明である、前述のように，三野前国造は三野国

之本巣国造に野・美濃国趨と同一氏で，牟義郡国造と系

譜上関係を有するこ牟宮都国造と三野後国造は同一氏と

は断定し得ないが，和三耳氏系に関わることでは共通する。

 ⑦久自国造は，和船瀬足尾が但蛭麻国造の和船種足尾

と吉備品治国造粗大船足尼に相似することから守れば，

和珂臣系とされていた可能性もある。

 ⑧熊野国造の粗大同斗足尾は他に見えないが，『録』山

城国神別阿刀宿禰条と「天孫本紀」が饒連日命孫味饒日ヨ

命の役とする阿刀連の祖名に相応しい。『続紀』天平神護

元年十月度辰条に「牟婁采女正五位上熊野直広浜」が見

えるので，熊野直を熊野国造の氏姓と看倣し得る、『録』

山城国神別が阿刀宿禰同祖とする熊野連は，その一族の

実例は知られないが，熊野直からの改姓とみられる。熊

野国造は物部連系でも阿刀連と関係を持ったもσ）であろ

う。なお，味饒日ヨ命（蛾杵田命〕の後商としては他に中臣

習宜朝臣・中臣熊凝朝臣が知られる（r鋤右京神別上）が，

この氏姓は物部連と中臣連との親近性を示すものである。
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 ⑨小市国造に関して，「天孫本紀」は饒遠目命八世孫・

伊香色雄令孫・大新河命子物部大小市連公を小市直の祖

とし，隙』左京神別上は越智直を「石上回祖」とする。

 ⑩風速国造関係では，『類聚国史』人部節婦天長七年六

月乙丑条に伊予国人外従五位下風早直益吉女が見え，

『日本文徳天皇実録』承和六年十一一月度辰条には「伊予国

人外従五位下風早直豊宗等一一煙，賜姓善友朝臣．兼除辺

籍，貫附左京四条二坊。天神饒遠目命之後也」とある。

 ⑪松津国造は，遺称地不明のため，松浦国造（r新働生氏

録考証』〕や，これと同訓の末羅国造（肥前国松浦郡〕もある

のでr松津」をr杵璋（購）」の誤写とし肥前国基璋（韓〕

郡に関わるものともされる。前者は「浦」の「甫」を「幸」

の，後者は「杵」の「午」を「公」，「璋」の「長」を「キ」

の誤写とみるのであろう、基璋（韓〕郡の「基」を「杵」

で表わした例がないことからすれば，前者が妥当と思う．

祖の金弓連はr天孫本紀」の伊香色雄命児一十市根命児で

田井連・佐比連等祖の物部金弓連公に当たるとみられるし

 ⑫末羅国造び）粗大水口走尼は崇神妃七年八月己酉条・

垂仁紀二十五年三月雨申条注に穂積臣遠祖大水口宿禰，

「天孫本紀」に饒連日余四世孫・出石心大臣命児大水口

宿禰命（穂積臣・采女臣等祖jと見える、矢田稲吉は，r稲吉」

は「稲置」と通ずるので，矢口ヨ部に関未）る人名とみられ

る。『録』は矢田部の中央伴造矢田部造（天武紀十二年九月丁

未条に連賜姓記事）を伊香色乎（雄〕命の役とし（左京神別上矢

田部連条・摂津国神別矢田部造条〕，「天孫本紀」には伊香色雄

命四世孫物部大別連公の矢田部連公姓改賜が見える。松

津国造を松浦国造の誤写とすれば，マッラ国造に，同じ

物部連系ではあるが，伊香色雄命系と穂積臣系とがあっ

たことになる、ともかく，『録』摂津国皇別が豊嶋連間祖

とする松津首のr松津」はr松浦」の誤写ともみられて

いる（r新離生氏録考鋤ので，豊鴫連に触れておこう．

 豊嶋連は「多朝臣同祖彦八井耳命之後也」とあり，

彦八井耳命後高という点では神武記が日子八非命を手嶋

連（及び茨田連）の祖とすることと通ずる、『記』は目子八

非命を神八井耳命と繧靖の同母兄，『録』右京皇別下茨田

連条は彦八井耳命を神八井耳命の子とする仁『記』が五人，

『紀』が三人とする神武皇子については，本来，神武の

原型の一方であるイバレヒコ（多目系）の子としてタキシ

ミミ，その子にヤヰミミ・ヌナカハミミとキスミミが位

置付けられ（黒田①），ヒコヤヰは神武の原型の他方ヒコ

ホホデミ（和珂臣系）の子とされていたとみられる（黒田⑦）。

豊嶋連は和珂臣系とされていた時期があったのである。

  C 尾張連系

①尾張国造：大別天火明命十世孫小止興命

         （前本：物部連祖出雲色大臣）

②斐陀国造1尾張連祖滅津世襲命／欠字アリ〕大八橋命

③丹波国造＝尾張同祖建稲種命四世孫大倉岐命

 r天孫本紀」では，①尾張国造の祖小（乎〕止與命は火

明命十一世孫（父祖不明）であり，「亦云高木彦命。尾張連

等祖」と注記される四世孫漏津世襲命は子孫が伝えられ

ない。後者の父天忍男命の兄天忍人命の六世孫に同訓の

置津與曾命が見えるが，子孫の系譜は明確ではない。人

名にヲハリが見えるのは涼津世襲命の弟建額非命の妻葛

城尾治置姫が最初であるが，氏名の如きものの最初は小

止與命の妻眞敷再伸の父尾張大印岐であり，火明命喬で

は十四世孫（乎止興命との関係は不明）～十八世孫に見える。

 『録』では左京神別下尾張宿禰条に「火明命廿世孫阿

曾（阿曾梛連之後」，右京神別下尾張連条にr火明命五世

孫武礪目命之後」，山城国神別・大和国神別尾張連条に「火

明命一子天香山命之後」，河内国神別尾張連条に「火明命十

四世孫小農命之後」とある．阿曾連は允恭紀五年七月己

五条に見える尾張連吾襲であり，武礪目命は「天孫本紀」

σ）渡津世襲命従兄弟天月日余の児建斗米命である。天香

山命を祖とするのは神代紀第九段一書第六の「其天火明

命児天香μ」，足尾張連等遠祖也」と同じである。小豊連

は小（乎リビ與命と訓みが一致するが，「十四世孫」に拘

泥すれば，意乎巳命が考えられるlrヲ」とrオ」とで音が異

なるが同様の相違は少なくない）、「乎」を「斗」等の誤字とみ

るのである二然らば，ヲトヨも，オキツヨソと同様，r天

孫本紀」で複数の位置付けがなされていることになる。

 ②斐陀国造の粗大八椅命は，「天孫本紀」では火明命九

世孫置津與曾命の弟彦與曾命の児に位置付けられている。

この「国造本紀」と「天孫本紀」の記述から，滅津世襲

命と置津與曾命とが本来同一人である二とが窺われる。

 ③丹波国造の祖建稲穂命は，r天孫本紀」では火明命の

トニ世孫で乎止與命の死とされ，その児尾綱根命はr誉

田天皇御世為大臣供奉」とあるが丹波国造との関係は見

られず，火明命六世孫・天忍人命曾孫・建斗米命児の建

山背命が丹波国造・④但馬国造祖とされている。

 以上の尾張・斐陀・丹波・但馬四国造の他，「天孫本紀」

は⑤高屋大分国造と⑥筑紫豊国々造とを尾張連系とする。

 ⑤高屋大分国造は丹波・但馬両国造の祖建田背命の同

母弟建彌可多長命の後商とあるが，所在地不明に加えて，

その名通りの国造の存在自体も疑問である。国造名自体

ではなく，大分国造一族で高屋を本拠としたことによる

名ではなかろうか。然らば，高屋は，豊後国大分郡近辺

に限らず，その他の地名であっても問題はない。本拠が

大分郡周辺とすれば，「高屋」は大宝二年豊前国仲津郡丁

里戸籍に川辺勝広国の戸口で甥である高屋勝手等三人見

える高屋勝のr高屋」との関係が考えられる。畿内では，

『録』河内国神別に旧神（皆離日余）十世孫伊己止足尾

大連之後」とする高屋連と，和泉国神別に「同上（物部連
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和三耳氏系と関わる国造をめぐって

条に「神魂命五世孫天道根命之後」〕」とある高家首とに着目さ

れる。伊己止足尾は「天孫本紀」の九世孫物部五十琴宿

禰連公である。高屋連は，高屋大分国造と同じ和三眠系

であり，安閑記の河内之古市高屋村，河内国古市郡の高

尾神社1r延喜対神名上）周辺を本拠とする。天道根命はr国

造本紀」冒頭に紀伊国造祖で紅河瀬直の祖（r天神本紀」は

川瀬造寺祖〕とあるので，高家首は紀伊国造系となる。r天

孫本紀」は火明命五世孫建斗米命の妻を紀伊国造替名曾

の妹で紀伊国名草郡の名を負う中名草姫とし，尾張連系

と紀伊国造との関係を伝える。その所生延宇那比命の妻

は，磯城嶋連出自とあるが，．生母名と類似する節名草姫

であり，これも紀伊国造との関係を想わせる。また，十

八世孫尾治枚（牧）夫連は紀尾治連の組とある。高家首も，

紀伊国造を介して，尾張連と何らかの関係を有していた

と言い得る、「高屋」が豊の地名であれ畿内等のそれであ

れ，大分国造系には和三耳氏系もあったとみられる。

 開化記は日子坐三四世孫、富、長目子王を吉備品遅君・針

間阿宗君の祖とする．吉備品遅君1吉備晶治国造）は和三耳目

系であり，針間阿宗君も同系とされているとみられる仁

r阿宗」はr阿蘇」と同罰11であり，阿蘇君（国造）の…一族

で播磨に居住したものであろう仁大分国造と阿蘇国造に

和三耳氏系を称するものがいたことは，「・辛亥の変」での多

目の没落（黒田①〕を機として大分・阿蘇両国造の少なく

とも一部が和三耳氏系に組み込まれたことを示すと思う．

 ⑥筑紫豊国国造の祖は置津與曾命の子大原足尾命とさ

れるが，「国造本紀」では豊国造は「伊甚国造同和」で出

雲系である、出雲系と和三耳氏系は関東で関係を有し／前編〕，

饒遠目命三世孫出雲醜大臣命は出雲と物部連との関係を

示す、「天孫本紀」の豊国造σ）伝は，高屋大分国造の場合

とともに，『記』で国前臣が和三耳目系とあることとの関係

を想わせる．一方の「国造本紀」の伝は劃二紀六十牛七

月己酉条に出雲臣遠祖出雲振根が筑紫国に在っていたと

あることとの関係が見出されるが，豊国造が西海道で唯

一一 ﾌ出雲系とされる理由は不明である。

 以上の他，r天孫本紀」で，火明命三世孫天忍男命がr葛

木主神剣根命女賀奈良知姫為妻生二男一女」とあり，火

明命七世孫で建宇那比命の児建諸隅命の妻が葛木直粗大

諸見定尼の女諸克己姫，建諸隅命の同母妹大海姫命の亦

名が葛木高名姫命とされていることは，尾張連と葛城直

（国造〕との関係を示す。この系譜関係に加え，『日本三

代実録』（以下r三代案劇）貞観六年八月八日壬戌条に「尾

張国海者脚人治部少録従六位上甚目連公宗氏・尾張医師

従六位上甚目連公冬雄等同族十六人賜姓高尾張宿禰。天

孫火明命之後也」とあることから，尾張連は葛城の高尾

張を発祥地とし，後に東海の尾張に進出したともされる。

尾張連が高尾張に関わることに疑いはないが，その発祥

地を高尾張とするには，尾張連と蘇我氏系とがつながる

始祖系譜が知られないことが問題となる。尾張連は，系

譜的には，伊賀・伊勢・尾張と密接に関わる和同氏系と

のつながりの方が本来的であり，従って尾張が元からの

本拠で，高尾張へは後に進出したとみるべきように思う。

  d．伊勢国造

 伊勢国造の祖は「国造本紀」に「天降天一年久怒令孫天

日鷲命」とある。『続紀』天平十九年十月丙辰条に伊勢国

人従六位上伊勢直大津等七人への中臣伊勢連賜姓，天平

宝字八年九月乙巳条に中臣伊勢連老人への中臣伊勢朝臣

賜姓，天平神護二年十二月癸卯条に中臣伊勢連大津への

伊勢朝臣賜姓が見え，『録』左京神別下伊勢朝臣条には「天

底立命孫天明■1命之後也」とある。伊勢国造の祖名は天

目別命から天目鷲命へ変化したともされる（佐伯有清②〕

が，ともかく，伊勢国造は，本来の氏姓は伊勢直であり，

中臣伊勢連・朝臣という氏姓から和珂氏系と言いうる中

臣連（黒田21）と関係を有したことは明らかである、

 天降大牟久怒命は，アマクダルアマ（アメ』ノムラクモ

と訓♂）るとすれば，『豊受太神宮禰宜補任次第』に国営立

尊十二世孫・神魂命六世孫とある大村雲命，「天孫本紀」

の火明命の曾孫大村雲命と通ずる、天目鷲命は，『鍋に

神魂命五世孫（右京神別上多米宿禰条・大和国神別田辺宿禰条）や

七世孫（右京神別上天語連条）とある。天語連はr縣犬養宿

禰同和」とあるが，縣犬養宿禰には「神魂命八世孫同居

大都命之後」（左嫌州中）と見える．r同居大都」はrアケ

タツ」と訓め，開化記の日子坐王子大俣王（山代之在名津比

売所生〕σ）子曙立王と・・致し，『劇が額田部湯坐連の祖

とする明立天御影命（左刺中別下〕の「明立」との共通性も

みられる、前者は直接和珂臣とつながり，後者はヒコイ

マス妻一島、長水依比売の父天之御影神と1司一一神とみられる

（前編）ので間接的に和三耳目と関係するし」また，左京神別

下弓肖■1宿禰条の「商魂命孫天日鷲翔失命」，河内国神別弓

削宿禰条のr天高御魂乃令孫莉比和志可気流使命」も，

天目鷲命に関わるとみられるが．天目鷲命と関係する弓

削宿禰には「石上回祖」（左京神別上）も存在する、更に未

定雄姓摂津国日下部首条に「天目和使命六世孫保都彌命

之後也」とある天日和使命は天目男■蛉や天目鷲命と訓み

が相通ずるが，日下部の伴造と和同氏系との関係は密接

である。伊勢国造は和三耳氏系となし得ると思う。

1I 膳臣系国造と北陸の国造の系就

 膳臣系国造は北陸にのみ分布し，前編でその数は蘇我

臣系を上回るとしたが，本節でその系譜を再検言句する。

本来膳臣系ではなかった可能性を有するものがあるから

である。膳臣系とみられる若狭・高志・加宜・高志深江

四国造，及びいま一方の力峨国造と，加宜国造と同和と
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ある能登国造それぞれの始祖を挙げると次のようになる。

若狭国造1若狭国遠募嬬）：膳臣祖佐白米命児荒礪命

高志国造（加賀国石川郡味知郷？j

      1晴明姫組屋主田心命三世孫市人命

知宜国造（加賀国加賀郡〕：能登国造同相素都乃奈美留命

高志深江国造（越前国今立醐架江邑？1

      ：道君同相素都乃奈美留命

知我国造（加賀国加賀郡〕

       、三尾君祖石撞別命四世孫大兄彦君

能登国造（能登国能登郡）＝垂仁帝皇子大入来命孫彦榊．島命

 前編で加宜国造を膳臣系としたのは，その祖と同．名の

素都乃奈美留命を祖とする高志深江国造が同社とする道

君が膳臣系であることによる．しかし，加宜国造はr能

登国造同和」であり，能登国造の祖はr垂仁帝皇子大入

来命孫彦蜘，島命」である．大人来命を垂仁皇子とする系

譜は『記』が崇神皇子とするものに先立つとみられる傑

出＝τ）が，それはともかく、カガ国造には三尾岩系・膳臣

系・能登国造系の三所伝が存在したかの如くである、

 能登国造の祖彦椥，島命は毛野族の祖彦狭嶋王と同名で

あり，能登国造と毛野放は同族で，ヤマトタケルの系統

とされ脾田①〕一r剥和泉皇別智本条に「倭建尊三世孫大荒田

［別〕命之後也」とある「大荒目ヨ〔別〕命」が応神紀十五年八月丁卯条

の上毛野君祖荒田男一上豊滅入彦命四世孫とする荒田別命（河内国皇別止

美連条・未定雄姓河内国伊気条）・大荒田別命（右京皇別上大野朝臣条・

同田辺史条・大和国皇男1広来津公条）と同名である二とと，ヤマトタケ

ルを垂仁皇子とする系譜（これが本来的である二とは黒田①iでは豊滅

入彦命四世孫と倭建尊三世孫が同世代となる二とは毛野放がヤマトタ

ケルを祖としていた二との論拠に加えることができる一，膳臣の

祖オホヒコもヤマトタケルの子に位置付けられていた

偶田①②）ことが想定される亡．ヤマトタケルを垂仁皇子

で見ると，カガ国造の系統に関わる三所伝は，イハック

ワケ系（三尾岩系）とヤマトタケル系（和珂氏系〕との相違は

あるが，垂仁系で共通する。また，この三所伝は，加我

国造・加宜国造と分載されているように，その実は三尾

岩系と和同氏系の二流なのである。能登臣個造〕の粗大

入杵（来）命が，毛野族の祖が崇神皇子豊滅入彦命とされ

るに伴って，崇神皇子とされたが，カガ国造と能登国造

の祖が和三耳氏系とされていた段階の系譜関係も残された

のが「国造本紀」の加宜国造に関する所伝であろう。

 能登国造は，カカ国造に三尾君同族と能登国造同族の

両伝があることからすれぱ，カガ国造を介して三尾君と

つながる。加宜国造と同祖名の高志深江国造，高志深江

国造が同祖とする道君（高志国造）も，三尾君との関係が

想定される。然らば，三尾君は近江北部（高島郡三尾郷＝継

体の文彦主人王の別業，「継体紀」即位前条）から能登に至る越地

域に一大勢力圏を形成していたことになる。「辛亥の変」

で三尾君が中央から排除されたとみられる（黒田②）こと

からすれば，カガ国造・能登国造・高志国造・高志深江

国造などは本来三尾岩系であり，膳臣系となったのは三

尾君が中央で勢力を失った後のことと考えられる。

 三尾岩系であった継体段階や，和同氏系とされた欽明

～敏達期の王統譜でのカガ・能登・高志・高志深江四国

造の祖の位置付けはどうカ、それぞれが何等かのかたち

で結びっけられていたことは当然想定し得る、継体段階

の系譜は明確にはし難いが，欽明～敏達段階のものにっ

いて考えられるところを記しておこう。

 『録』右京皇別ヒに，道公は「同氏仁大彦命孫産屋生

田心命之後也」，r同氏」の伊餓はr’欄命男彦駐

田1こ命之後也」とあるので，大彦命一大稲輿命一彦屋主

日ヨ1こ命，という系譜になる，一大雨輿命は孝元記の大毘古

命子・膳臣祖の比古伊那言千一士別命，産屋主日ヨ心命は高志

国造組屋主出心命である、オホヒコと膳臣との関係は本

来的であり，阿倍臣の祖タケヌナカハワケをオホヒコの

子とする系譜は「天皇言己」段階で成立したとみられる喋

帥〕二彦屋主田心命を＝ナ湘輿命の子とする系譜は道君が

膳臣の同族とされていたことを示ナ加宜・高志深江・

能登三国造も，高志国造との関係から，同様とみられる、

一方，能登国造の祖彦側輪は，欽明～敏達段階で，大

入杵命とともにヤマトタケルの子とされたとみられる

嚥田エ。〕こオホヒコ・タケヌナカハワケも同様であり傑

出2），それぞれの後高とされる毛野放，能登国造，膳臣・

高志国造、阿倍臣はヤマトタケルを介して「同和」とな

る．また，「国造本紀」で，高志国造と高志深江国造，高

志深江国造と加宜国造加宜国造と能登国造，という同

和関係で四国造が互いに関係を有しながらも，高志国造

と高志深江国造，加宜国造と能登国造の二類に分かれる

ことからすれば，高志深江国造は高志国造とともにオホ

ヒコ後高で膳臣系，カガ国造は能登国造とともに大入杵

命後高とされていたことが想定される．

 三尾君・羽咋君の祖イハックワケも，元より垂仁皇子

か否か疑問もある。開化記に生母弟苅羽田万弁の姉苅明

日ヨ刀弁と同名の苅幡戸弁が目子坐正妻で大俣王・小俣

王・志夫美宿禰王生母山代之在名津比売の亦名として見

え，前者所生の五十日帯日子王（r刮，春日山君・高志池君・

春日部君等祖）・五十日足彦命（r細，石田部且）はヒコイマス

子とされていたとみられる（黒田①）ので，その同母兄弟

落別王（r記』，小月之山君・三川之嫡等祖）・祖別命（r細），伊

登志別王（r記』）・臆武児1蛉（r紀』）も同様とみられるのみ

ならず，弟苅羽田万弁及び所生子もヒコイマスの妻と子

という位置付けであったことも推し得るからである、

『紐ではイハックワケ生母締戸辺は山背大国不運の女

であるが，山背苅幡戸辺と大国不運との関係は記されて
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和三耳氏系と関わる国造をめぐって

いない。この相違の理由は不明とせざるを得ないが，山

背苅幡戸辺と緕戸辺とが何らかの関係で位置付けられて

いたことは，名の類似性と山背との関係から窺える。こ

こでは後商氏族について少し見てみよう。

 イカダラシヒコを祖とする春日山君は大和国添上郡春

目郷に関わるとみられるが，『録』に垂仁皇子五・十日足彦

命の役とする山公（和泉国皇別）・山守（摂津国皇別〕が見え

る。また，大和国皇男一1にも山公が見え，「内臣同和味内

宿禰之後」とあるが，味内宿禰は，兄弟（兄）タケシウチ

ノスクネとともに，本来は和軍医系とされていたと考え

られる者である（黒田⑤）。

 春日部は仁賢皇女・安閑居カスガノヤマダの名代など

とされる。カスガノヤマダが同名g）欽明皇女の染上（黒田

引としても春日部は名代であり得るが，その伴造とし

ては，春日部君と伊甚国造系とも思われる春部直（r三代

案鋤貞観九年四月二十日己北条に節婦上総逼夷構郡人春部直黒土売）

が知られるに過ぎない．春日部君は，建脚部鴛の例か

らして，春日部の中央伴造の可能性はなくもないが．春

日山君・高志池君と同族である二とから，地方伴造とす

べきと思う．．他にも中央伴造不詳の名代は存在するが，

両カスガノヤマダのいずれかは実在性が否定し得ないの

であり，春日部は、名代とすれば，中央伴造が知られな

いのは異例である、『続細神護景雲三年三月半巳条に陸

奥国牡鹿郡人外正八位下巻目部奥麻呂等三人への武封臣

賜姓が見え，この武封臣は春日臣同族牟邪臣（武樋造）

とみられることも勘案すれば，春日部は和三耳目に関わる

部とみる方が良いように思う、

 石日ヨ君の本拠地としては，山城国久世郡石出神拙周辺

や，宇治郡石日ヨ（山科，小果郷・大国郷周辺〕が考えられるが，

大国郷がオボクニノフチに関才）る地域である二とに加え，

『山城綴喜郡誌』所載石田神社棟札記に延暦六年に山科

石田杜から来た人が祭祀をすすめたことを神託として杜

を建てたとあることからすれば，山科の石田の方を本拠

と看倣し得るように思うここの地は和三耳目系の小野臣の

本貫でもある。久世郡の方にしても宇治郡の西隣であり，

和珂臣との関係は充分窺われる。

 イカダラシヒコを祖とする氏族は，本拠が不明で検討

の術がない高志池君以外は，密接に和珂臣と関わるので

あり，イカダラシヒコが垂仁皇子よりはヒコイマス子の

方が相応しいことを物語っているように思う。

 落別王後商の小月之山君（r剥左京盟」下に劃二皇子於知別

命の役とする小槻臣を収載）は近江国栗太郡ノ」槻神社周辺を本

拠とする。『三代実録』貞観十七年十二月二十七日丙子条

に「左京人右大史正六位上策仔待博士小槻山公今雄・主

計年師大初位下小槻山公有緒・近江国栗太郡人前伊豆権

目正六位上小槻山公良真等並賜姓阿保朝臣。意別命之後

也」とある。新訂増補国史大系『三代実録』はr意別命」

を「急速別命」としているが，頭注に「急速，原作意一

字，今従印本」とあるように，写本では小槻山公の祖は

r意別命」である。r印本」は『録』右京皇別下や『続紀』

延暦三年十一月戊午条の武蔵介従五位上健部朝臣人上等

の奏言に見える阿保朝臣を急速別命（皇子）の後高とする

伝承に基づく改作であり，「意別命」は「国造本紀」の伊

賀国造祖「意知別命」の「知」の脱落とみるのが良い。

小月之山君1小槻山公）は和珂臣系のオチワケ商である。

 カリバダトベ所生子は，後高氏族からみて，ヒコイマ

スの子の方が相応しいということであり，然らば，カリ

バダトベの妹や，関係者とみられるラトカリハダトベ・

カニハダトベ所生のイハックワケも同様とみるのが良い

と思う。一三尾君・羽咋君（国造）は，カガ・能登・高志・

高志深江四国造がヤマトタケル系であったのとは異なり，

ヒコイマ．ス系とされていたことになる、

 伝えられる北陸道の国造は，上記の若狭・高志・高志

深江・カガ・能登・羽咋の六国造，蘇我臣系の．三国・江

沼・伊彌頭．三国造，古備系外来は和期臣剥の角鹿国造，

大倭直系の久比岐国造，阿岐国造系の佐渡国造，計十．1二

である．越前から越■十1にかけては，角鹿国造以外は本来

三尾岩系とされていたものと蘇我臣系であり，継体に関

わる勢力の分布が顕著で8／9を占める、これに対し，山

城・丹波・近江・若狭は，近江北部の一一…部脳塞体に関わ

るが，主には和同氏系であり，このような状態に．五世紀

末～六世紀初の大和政権の状況が現われているように思

う。ともかく，和三耳氏系は「辛亥の変」を経て，三尾君

と関係した地域に進出したとみられるということである，

皿 その他の和四氏系と関わる国道

 以．上和三耳氏系として・一括できる国造を見てきたが，本

節では，天津彦根命系の如き，和珂氏系とまでは言えな

くとも和三耳氏系と関係する国造を見ることにする、

 前節の久比岐国造との関係で，大倭直系から。大倭（祖

は椎根津彦命）・久比岐1大和直同祖御文命，本拠越後国至賊郡〕・明

石（大倭直同祖八代足尾児都彌自足尾，播磨国明石郡）の三国造。

 『1日事紀』皇孫本紀は海神女玉依姫所生産火々出見尊

子式位起命を大和国造の祖とし，「国造本紀」冒頭に椎根

津彦命がr吾是皇祖彦人々出見尊孫」と名乗ったとある

ので，椎根津彦命は和三耳目系に関わるヒコホホデミ（黒田

③〕の孫で武位起命の子になる、八代走尼は『録』摂津

国神別物忌直条に「椎根津彦命九世孫矢代宿禰」とある。

崇神妃七年八月己酉条・十一月己卯条に伊香色雄を神班

物者，物部八十平萱を祭神之物，大田日ヨ振子を大物主大

神を祭る主，市磯長尾市を倭大国魂神を祭る主とし，別

に八十萬群神を祭ったとあり，物部連と大田田根子後喬

三輪君・長尾市後喬大倭直との関係が示されている如く
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である。大倭直系は和同氏系と関わると言い得ると思う。

 タカミムスヒ系は，知々夫／八意思金余十世孫知知夫彦命，

「天神本紀」は八意思兼神児下巻命を武蔵秩父国造寺祖，武蔵国秩父

郡）・粟（高量産霊尊九世孫千波盟）・宇佐（商魂尊孫宇佐都彦命，

豊前国字左郡）三国造である亡

 タカミムスヒは，神武記に高木神が天照大神とともに

中臣連祖建御雷神に帝都御魂を降させ，高木大神が懲卸

雷神に八問烏を派遣させたとある（神武細p位前条では天照大

神のみ）ので，帝都御魂と建御雷神とを介して，和三耳氏系

とつながる。また，ヒコホノニニギ生母はタカミムスヒ

の女である。更に，「天孫本紀」には尾張連と葛木直との

撤因関係が見一えるが，『録』は後者の祖剣根1命〕を高1御〕

魂命五世孫とする（大和国神男1」葛木忌一寸条，河内国糊11葛木直粂

和泉国神別荒田直条1．未定雄姓右京大辛条は天神立命四世孫

を負1搬命とするが，前者がr1日事紀』神代系紀の振魂尊

兄天忍立命に当たるとすれば，石上布留と関わる神名の

振魂尊を通じても，和珂氏系と剣根命との関係が窺われ

る。葛城国造は，前編も含y）これまで地縁関係で蘇我氏

系としてきたが，両者には系譜関係も知られないのであ

り，和同氏系と関わるとみる方が良さそうであるこ

 以上からはタカミムスヒ系は和珂氏系と関係すると言

い得るが，蘇我臣と密接に関わったことが想定される（黒

田②）大伴連の祖天押日余を『劇がタカミムスヒ五世孫

とする佐京神別中大f縮禰・右辮男1」上大伴大田宿禰・河内国神居1」

家内連各条）ので問題なしとはし得ない。『記』『紀』には

天神目命の父祖は見えないので，『録』の系譜の成立はそ

の後弘仁六年の『録』撰上までの間とみられるが，単な

る造作ともし難い。本来ならばタカミムスヒ系氏族全体

を検討対象とすべきであるが，本稿の直接の対象ではな

いので，別稿に譲ることにしたい、

 カミムスヒ系は，大伯（祖は神魂命七世孫熾己足尾．本貫は備

前国邑久郡ジ吉備中縣（神童産霊尊十世孫明石彦命，本拠は備中～

備後か，但し『三代実録』貞観四年七月十日丁五条に「安芸国高宮郡大

領外正八位下三使部直弟継・少噸外従へ位上三使部直勝雄等十八」人，復

本姓仲縣国造」とある）’阿武（神魂命十世孫味波々命，長門国阿武

郡）・紀伊（神童産霊命五世孫天道榔市〕・淡道（神童産霊尊九世孫

矢口走尼）・久味（神魂尊十三世孫伊与主命，伊予国久米郡）・天草

（神魂命十三世孫建皇子島松命，肥後国天草郡〕の七国造である。

 大伯国造の祖樹己足尾は，「佐紀」が和三耳目と密接に関

わる地名（大和国添上郡佐紀郷〕であり，和珂臣との関係を

彷佛とさせる名である。また，吉備中縣国造の祖明石彦

命は大倭直系の明石国造に関わる人名の如くであり，然

ら嚇晒氏系と醐系する国造ということになる。淡道国

造の祖矢口走尼の「矢口」が蘇我臣系の前口（八口〕朝臣

（r劇左京盟」上では稲目宿禰の後）と関係する地名で，この

地が香具山北辺とすれば，蘇我臣と密接に関わる飛鳥の

北であるとともに，和珂臣と関係する八瓜人目子王（1節）

の八瓜＝ハ釣の南接地域でもある。尾張連と紀伊国造と

は系譜関係がある（1節〕が，紀伊国造と蘇我氏系と関係

は微妙である。タケシウチノスクネ生母は紀伊国造系で

あるが，タケシウチノスクネは本来和珂臣系であるから

である。紀伊国造も和同氏系との関係の方が重視される．

地域的関係で見ると，阿武国造は東隣の石見国造が紀伊

国造系であり，天草国造は和同氏系σ）葦北国造の八㈹毎

対岸に位置する。久味国造が現時点では，和同氏系の他，

大伴連や名臣系と関係することも考え得る（1節）ので，

全てとは言い得ないとしても，カミムスヒ系国造も少な

からぬものが和同氏系と関わることは言い得るし

 意岐国造と長国造／阿波国那賀郡〕は観松彦伊呂止命後商

で，それぞれ五世孫十挨彦命・九世孫韓背走尼を祖とす

る，観松彦伊呂止命は，r観松彦十伊呂止という名の構

造で，r伊呂止（イロト〕」は同母弟妹を表わす称であるか

ら，「観松彦の同母弟」という意味の人名である亡「観松

彦」が，孝昭σ）名観松彦香殖稲尊〔r舳の前半と用字も

一一 vするので，孝昭を意味するとすれば、観松彦伊呂止

命は，孝昭の同母弟当会志比亡命（r言出予）武石彦奇友背

命（r紀』，r一元」でσ〕注記，本文では孝昭〃≠が孝安皇子〕に当た

るようでもある仁しかし，孝昭は和三耳氏系による多氏系

系譜の変改の際に一崇神（原型〕から分立されて神武皇子・

崇神父に位置付けられ，クギ／ヶ〕シヒコは，その後神武

と孝昭との間に緩靖・安寧・壼鈍恵が位置付けられたこと

に伴って孝昭の弟であったタキシミミが神武皇子とされ

た二とにより，タキシミミから分立されてそσ）元の位置

を占めたとみられる（黒田↑一）、観松彦伊呂止命はタキシ

ヒコとは考え難いのであり，観松彦＝孝昭と和三眠系と

の関係から，和軍民系に関わる者として造作されたとみ

られる。意岐・長両国造は和同氏系と関係すると思う、

 都任国造は長阿比古同祖三囎毒杭命力世孫小立尽尼を

祖とする、長阿比古＝長国造ならば，都任国造も和三耳氏

系と関わる仁長国造の氏姓は，『続紀』宝亀四年五月半巳

条に阿波国勝浦郡領長費人立・前郡領長直敦夫，『三代実

録』貞観十三年関八月四目丁未条に阿波国勝浦郡人長直

大宮売が見えるので，長直と考えられる、長阿比古につ

いては，『続日本後紀』承和二年十月戊子条に「摂津国人

従五位下長我孫葛城及同族合三人，賜姓長宗宿禰コ事代

主命八世孫忌毛苗商也」とあり，『録』和泉国神別に「大

秦牟智神之児積羽八重事代主命之後也」とする同様の伝

承を持つ長公を載せる。この長我孫・長公は承和十二年

十二月五日付「紀伊国那賀郡司解」に大領外従八位上長

我孫網主・大領／少噸か）外従八位下長公広雄が見えるよ

うに，紀伊国那賀郡を本拠とする。長阿比古と長国造と

は異なるとすべきであろう。一長阿比古は，事代主命と関

わることからすれば，葛城系との関係が考えられるかも

しれないが，ここでは三職葦杭命との関係で述べておく。
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和三耳氏系と関わる国造をめぐって

 神武記には三嶋濠咋の女勢夜陀多良比売所生美和之大

物主神女が神武后富登多多良伊須須岐比売命（亦名比売多

多良伊須気余理比売〕であり，神武紀では三嶋溝概耳神の女

王櫛媛所生事代主神女が神武后媛踏輸五十鈴媛命・繧靖

后五十鈴依媛とある。長阿比古を三嶋葦杭命系とする幅

造本紀」の伝と長我孫を事代主命系とする『続日本後紀』

の伝は，『紀』の系譜と関係すると言える。しかし神武后

生母は本来大物主神の女であり，「天皇記」段階で葛城系

の事代主神の女とされたとみられる｛黒田①〕亡大物主神

に関わる勢力と長我孫とが関係していたこと，伊香色雄

を介して物部連と大物主神を祀る三輪君との関係が見ら

れる（1節）ことから，物部連と長我孫との関係が窺われ

る、但し，大物主神と元より関わっていたのは多目系と

みられる（黒田伽σ）で，その没落後である，．都任国造は

和三耳氏系と関わった時期があったとみられる、

 、ヒ記0）国造ほどの根拠はないが，和三耳氏系と醐系した

可能性がなくもないものにっいて，次に触れておきたい、

 穴門国造の祖は「ヰ鍔印部連同和適伎都美命四世係速

都鳥命」とある．」桜井田部連は桜井屯倉に関わり，天武

朝で宿禰に改姓されているが，始祖系譜は伝えられない、

一… 禔C「天孫本紀」は饒遠目命十一一世孫物部小前宿禰連公

を田部連等祖としているので，田部連を介して、桜井田

部連系の穴門国造と和三耳氏系との関係が見られるようで

もある．また，桜井田部連出自イド／ヰ〕ヒメ所生応神

皇子ハヤブザワケが和三耳目出自ミヤヌシャカ〔ハエ〕ヒ

メ所生メトリとともに仁徳に対抗して滅ぼされたという

説話も，同様の関係を示しているようにも思われる。

 佐渡国造が阿岐国造系であることは東北の国造に阿岐

国造系が多いことと関係するとも思われるが，佐渡国造

の祖久志伊麻命四世孫大荒木直に注意したいしこの祖名

から佐渡国造の姓は直と推測されるが，「大荒木」を氏名

とし北陸に関わる者に越前国入大荒木目忍山（聯己』宝亀

十一年八月丙午条〕・出羽国田川郡人大荒木目玉刀自（r三代案

剥貞観十三年二月十四日庚寅条〕が知られる。大荒木臣が荒

木臣と通ずることは『続紐宝亀四年八月辛亥条に「左

兵庫助外従五位下荒木目忍国養老五年以在籍為大荒木

目」云々とあることで明らかであるが，忍国は『後紀』

延暦二十三年正月庚子条に大荒城臣忍国とあるので，

「〔大〕荒木」は「〔大〕荒城」とも表わされたことが知

られる。『録』摂津国神別収載の荒城朝臣は〔大〕荒木（城）

目の改姓とみられる仁荒城朝臣は「同上（潮為朝臣条に「大

中臣朝臣同和津速魂命三世孫天児屋根命之後也」）」とあり，中臣

連系である。「大荒木」を介して，佐渡国造と中臣連（和

現氏系）とが関係することも憶測される。

 波多国造（土佐国幡多郡〕は「瑞離朝御世，大韓襲命依神

教示，定賜国造」とある。大韓襲命の「韓襲」は長国造

の祖韓背走尼のr韓背」と通ずる如くであり，両国造の

祖が闘系する（r姓氏家系大辞典』は同一とする）とすれば，こ

れも和同氏系と関係するものということになる。

むすびにかえて

 以上和三眠系と関わる国造について述べてきたが，最

後に地域ごと（除関東・東北）に，分布状態を概観しつつ，

その特徴等をまとめてむすびにかえることにしたい。

 畿内は，前述の大倭・葛城両国造の他の凡川内国造

（直）・山代国造（直，r国造本紀」は山城・山背二国造を記すが一国

造とする〕が『喜田『糸刮で天津彦根命系であるから，四国

造が全て和珂氏系と関係していることになる。

 東海道は伊賀・伊勢・尾張・参河・穂・遠淡海・久努・

珠流河・臆原・伊豆・甲斐の十一一国造が和三眠系，それ

以外は嶋津㈱国造（祖は出雲臣祖侶批補足尾孫出雲笠夜命〕と

素質国造（神武ハ従侍米人美志印命〕だけである（但しr記』で

は歯エ国造は出雲系〕亡東山道も科野国造のみが多氏系（神へ

井耳令孫建万百延命〕で，淡海・頼日ヨ・三野前体巣）・三野

後・斐陀五国造は和三耳氏系である、、他に安国造・牟義郡

国造も伝えられるが，いずれも和同氏系である。

 北陸道では，若狭・高志・カガ・能等・高志深江の五

国造を膳臣（和珂氏〕系とみることは可能であるが，高志

以下の四国造は本来は羽咋国造とともに三尾岩系である。

蘇我氏系の三国・江沼・佛両頭三国造を加えると，継体

擁立勢力の系統が8／12を占める。元より和三眠系とみら

れるのは若狭・角鹿両国造のみであるが，久比岐国造は

大倭直系で和現氏系と関係する、

 山陰道は，二方（但馬国二方郡〕・波伯（伯岐〕・出雲三国

造が出雲系，丹波・但遅麻・稲葉三国造は和軍民系，石

見国造・意岐国造が和現氏系と関係する紀伊国造系・観

松彦伊呂止命系である。このような国造の分布は，出雲

の勢力が但馬まで及んでいたこと，その制圧が和三耳氏系

中心に行われたことを示しているのではなかろうか。

 山陽道・南海道では，針間・針間鴨・吉備穴・吉備晶

治・熊野・讃岐・小市・風早八国造が和三耳氏系，大伯・

吉備中縣・阿武・紀伊・淡道・久味六国造がカミムスヒ

系，上道・三野・下道・加夜・笠臣王国造が吉備族，阿

岐・波久岐・怒麻三国造が阿岐国造系，明石国造は大倭

直系，周防国造（茨城国造同鋤口米乃意美）は天津彦根命系，

大嶋国造は出雲系もしくは天津彦根命系，都怒国造（都怒

臣・名臣）は紀臣系，穴門国造は桜井田部連系，粟国造は

タカミムスヒ系，伊条国造は多氏系であり，長国造は観

松彦色止命系，都任国造は長阿比古系，大韓襲命系の波

多国造は長国造と同系の可能性を残す。当地方には吉備

政権が存在し，その西方にも阿岐・波久岐・怒麻三国造

のまとまりが吉備族を上にした同盟として存在したこと
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も想定され得る。和現氏系は，南海道東端の熊野国造以

外は，吉備族関係地域の東方播磨・西陶篇後と瀬戸内を

隔てた讃岐・伊予に分布し，明石・吉備中縣・周防・紀

伊・粟・長・都佐各国造も和三耳氏系と関わる（以上で和珂

氏系及びそれと関身）る国造は14／32〕。大伯・大嶋・穴門・淡道・

波多五国造も和璃氏系との関係を想定しえなくもないが，

それらを除いても，吉備族は和同氏系及びそれと関わる

諸国造に囲まれていることになる、このような分布は和

三耳氏系による吉備政権制圧との関係を考えて然るべきで

あろう。但し，針間・針間鴨両国造は，毛野放と関係す

る系譜が伝えられており，毛野族の祖が彦徽島王に先立

っては三輪に関わる御請別王とみられる（黒田2〕ことか

らすれば，多氏系とσ）関係がより本来的であり，都任国

造も大物主神との関係から同様とみられるこなお，『刮

『紀』に大吉備津日子命・吉備津彦命が意富夜麻登玖適

阿礼比売命1亦名蝿伊呂泥い倭国香媛（更名祖某姉1所生σ）ヒ

ゴイサセリヒコの別名，若／日子〕建吉備津目子命・稚

武彦命がハヘイロト所生とあることは，吉備族が和理氏

系とされていた時期があったことを示すものと思われるこ

 西海道は「国造本紀」では，筑志・火・大分・噸莱四

国造が多氏系，松津・末羅・草分三国造（松津国造＝末羅国

造とすれば二国造〕が和珂氏系，比多・高津立．二国造が紀直

系，国前国造は吉備族系もしくは和珂氏系，豊国造は出

雲系もしくは和同氏系，竺志米多国造は一自、長岩系，宇佐

国造は商魂尊系，天草国造は神魂命系，日向国造は豊国

別皇子系，大隅・薩摩両国造は土酋である、、富、長石は和

珂臣と密接な系譜関係を有し，紀直・タカミムスヒ系と

和三耳氏系との関係も想定されるσ）で，国前国造を吉備族

系，豊国造を出雲系としても，和同氏系に関わるのは七

国造もしくは六国造になる仁これに次ぐのが多氏系の四

国造である力㍉この両系だけで，士酋の大隅・薩摩両国

造を除けば，11／15もしくは1O／14を占める仁このこと

は筑紫政権の制圧に和同氏系と多氏系とが大きな役割を

果たしたことを示すようにも見える、二しかし，有力地方

政権とされる毛野・吉備・出雲の場合は，王統譜（含神㈹

に位置付けられているとはいえ，中央有力氏族と同族と

する系譜ではない。黙るに筑紫については，筑紫国造は

阿倍臣同族，火・大分・阿蘇三国造は多目同族であり，

様相を大きく異にする。このような状態は，或いは，制

圧とは逆に，多氏系と筑紫政権とが密接な闘系を有して

いたことを示すとすべきかもしれない。とすれば，筑紫

制圧に大きく関係したのは和同氏系ということになる。

 中部地方以西は，北陸以外，和同氏系及びそれと関わ

る国造が大きな割合を占め，出雲・吉備・筑紫各政権の

制圧に和三耳氏系が大きなイ賭11を果たしたことが想定され

る。本稿での検討は，多くは欽明～敏達段階での系譜を

基にしたものであり，少なくとも尾張連と牟義郡国造は

息長君他継体と関わる氏族との関係も考えなければなら

いが，別稿に委ねなければならない、、

和珂氏系及びそれと関わる国造

「他」は和珂氏系と関わる国造， 「割合」は全国造に占める割合

東海・東山は関東・東北を除く． 『言己』のみに見えるものも計上

二系統伝えられる国造は一国造にまとめた

 和三耳物部尾張中臣膳他 割合
畿内 4   4  、ノ4

東海 4   4（5〕 ユ   1 1O（1ユ）、ノ13

東山    1  1 7  、ノ8

関東 1   1 （1〕  6（9）   8（12）！25

東北 4   4  ！12

北陸1（2〕       1（4） 3（7ジ12

山陰2（1）    1（2） ユ（3〕   4（ 6）！

1．u瞳易  2（4） 4（7） 6（l1）一ノ19

南海 〕（3） 5（6） 8（］1）！13

（1）  2｛］j  （2）          4（5）   6（9）．・’16

言十  16（2］）  l0    3｛6〕   l    l（5〕  29｛39）  60（82、一ノ129
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